
  

総論
第1章  1970年代における社会保障を取り巻く諸環境の変化
第1節  人口，世帯，生活環境等の変化
1  人口の変化
(1)  人口の高齢化

我が国の総人口は，昭和45年の1億467万人から，54年の1億1，613万人へと1，147万人，11%増加し
た。この間の年平均増加率は1%強であった。

年齢区分別人口の推移では，年少人口(0～14歳)は，251万人増の2，766万人，生産年齢人口(15～64歳)
は，604万人増の7，816万人，老年人口(65歳以上)は，292万人増で1，000万人を超え1，031万人と
なっている。

年齢区分別構成比率をみると，年少人口は，24.0%から23.8%とほとんど変化しなかったが，生産年齢人
口は，68.9%から67.3%に低下し，逆に老年人口は，7.1%から8.9%に上昇している。なお，60歳以上人
口の比率は，10.6%から12.6%に，70歳以上人口の比率は，4.2%から5.5%に高まってきている。

1970年代の初頭に，国際連合が高齢化した社会の指標と定義した7%を超えた我が国の老年人口比率は，
このように1970年代においても更にその比率を1.8ポイント高め，人口構造の高齢化が進行した(第1-1
表)。

第1-1表 人口の推移

1970年代における人口変動を，1950年代，1960年代のそれと比較すると，総人口については，戦後から
一貫して年率1%強の増加傾向が続いており，1970年代においてもこの傾向に変化はなかった。しかしな
がら年齢構成別にはかなり顕著な変化があった。すなわち，1950年代，1960年代にはそれぞれ総人口
で，1，019万人，1，036万人の増加があったが，そのほとんどが生産年齢人口の増加であり，従属人口
(年少人口と老年人口の総和)は増加せず，高度経済成長期における労働力供給に大きく貢献した。ところ
が，1970年代においては，総人口の増加1，147万人に対して，生産年齢人口の増加は604万人(53%)にす

厚生白書（昭和55年版）



ぎず，残りの47%は従属人口の増加となっている。更に，生産年齢人口の増加分についても，45歳を境
界にして若年層(15～44歳)と中高年層(45～64歳)に区分してみると，604万人中577万人(96%)は中高年
層の増加であり，生産年齢人口そのものにも高齢化傾向がみられる。

このように，1970年代においては人口変動の基調が，高齢化社会への第一段階に入ったことが指摘でき
る。

人口構造の高齢化は今後も更に進行し，厚生省人口問題研究所が昭和51年11月に行った将来人口の推計
によれば，2000年には老年人口比率が14%を超え，現在の西欧諸国並みの水準に達し，本格的な高齢化
社会を迎えるものと予測されている。
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(2)  都道府県人口の動向

1970年代において我が国は全体として，確実に高齢化社会の第1ステップを踏み出したと言えるが，地域
的にみた場合，この人口高齢化は必ずしも同一歩調で進行していない。若年層を中心とする人口の都市
集中などによって，人口の流入する都市地域では相対的に年齢構成が若いが，反面，人口の流出する農
村地域等では既に大きく人口高齢化が進行している。

都道府県人口における老年人口の構成比率によって高齢化の進行度を地域別にみると，47都道府県のう
ち，既にそれが13%台に達している高齢県が2県あり，最低は5%台で1県となっている。12%台が3
県，11%台が12県，10%台が9県，9%台が7府県となっており，36府県が全国水準8.9%を超えている(第
1-1図)。

第1-1図 都道府県人口の高齢化水準

最も高齢化の進んでいる県は島根県の13.5%であり，高知県13.1%，鹿児島県12.9%，鳥取県12.2%，佐
賀県12.1%がこれに続いている。

老年人口比率の最も低い県は埼玉県の5.7%であり，次いで神奈川県6.1%，千葉県6.6%，大阪府6.9%，
愛知県7.1%の順になっている。

全国水準8.9%に近い県としては，茨城県9.0%，栃木県8.9%，兵庫県9.0%，静岡県8.8%等が代表的なも
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のとなっている。
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(3)  出生と死亡の動向

出生と死亡は人口変動の基本的な決定要因であり，特に出生動向はその後数十年の長期にわたって人口
構造に影響を与える。 第1-2図は過去半世紀における出生と死亡の動向を図示したものであるが，これを
みると，戦前の多産多死から戦後の少産少死へという出生，死亡パターンの転換が認められる。この転
換は戦後およそ10年間において極めて急激な形で実現され，それ以降は少産少死パターンが定着した。

第1-2図 出生率及び死亡率の推移

すなわち，出生率が戦前の人口千対30の水準から昭和30年には19まで減少するとともに，死亡率は戦前
の人口千対16の水準から30年には7へと半減した。死亡率についてはそれ以降も緩やかな減少を続け，平
均寿命でみても第1-3図のとおり，男女とも急激に伸長し，昭和54年には男73.46年，女78.89年となり世
界の最高水準に達している。

弟1-3図 平均余命の推移
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戦後における死亡率の急低下は，乳児死亡と青年期における結核死亡の激減などによるものであった
が，これは，その後の人口変動を大きく支配し，1950年代から1960年代における生産年齢人口の増加に
つながった。

年齢別に死亡数の推移をみると，昭和25年には死亡者数90万人のうち，年少人口が28%，生産年齢人口
が40%，老年人口が33%であったが，54年には，年少人口が3%，老年人口が68%となっている。生産年
齢人口は全体で29%を占めているが，そのうち，45歳未満の若年層は8%にすぎない(第1-2表)。

第1-2表 年齢別死亡数の推移
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死亡率の低下は，平均寿命の伸長をもたらすとともに，必然的にこのような老人死亡の割合を高める
が，今後ともこの傾向は継続しょう。

出生率については，1950年代後半以降子供は2人という少産パターンに見合う低い水準が定着する一方
で，死亡動向に比べてかなりの年次変動を示している。すなわち，1950年代後半から1960年代後半にか
けては人口千対18の近傍で推移するなかで，昭和41年には「ひのえうま」による激しい出産抑制が起こ
り，また，1970年代前半にはやや上昇したが，後半には一転して低下傾向となり，昭和54年には人口千
対14.2と「ひのえうま」の41年に次ぐ低率となっている。

このような変動は，一つには，現在人口における年齢構成の凹凸が出産適齢女子人口の年次変動につな
がり，出生率という指標の上では本来の出生行動の変化以上に変動が現れることがあるためである。

すなわち，1970年代前半の上昇傾向は，終戦直後のベビーブーム期に生まれたいわゆる「団塊の世代」
が出産適齢期に到達したことに一因があり，後半の下降傾向もこの世代が出産適齢期を過ぎつつあると
いうその反動による減少として一半は理解される。

純再生産率(1人の女子が一生涯に生む女児のうち，成長して妊娠可能な年齢を過ぎるまで生き残るもの
の数)は，世代間における人口変動の基調を示す指標として広く使用されるが，これをみると，ベビー
ブームのときには1.7であったのが，その後昭和30年代初めまで急激に低下し，以後昭和48年まで約20年
間にわたり人口の置換水準(純再生産率が1)の近傍で推移してきた。ところが，昭和49年には1を割って
0.97となり，以後低下を続け54年には0.84まで低下した(第1-3表)。

第1-3表 人口の再生産率の年次推移
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国際的にみても1970年代においては，先進各国においておしなべて顕著な出生力の低下がみられ，大き
な問題となっている。このため人口問題審議会では昭和54年7月に出生力動向に関する特別委員会を設置
して，最近の出生力低下を検討し，55年8月に厚生大臣に対し「最近の出生力の動向」について報告書を
提出した。この報告書の中では，昭和49年以降の低下の原因を，「1)ベビーブーム後の急激な出生力減
少がこの時期になって結婚，出産適齢期人口の減少となってあらわれたこと，2)進学率の上昇による若
年層の有配偶率の低下，3)スペーシング(出産間隔の調整)によると思われる有配偶出生率の低下などの要
因によってもたらされた」としている。また，この低下現象に対する評価については，「昭和49年以降
の出生力は期間出生力でみると極めて大幅に低下しているが，出生力の基調そのものはそれほど大きく
は変化していないとみられる」として，過大評価を排しつつ，一方では，たとえ一時的な傾向として
も，将来の人口構造への大きな影響を与える可能性があり，今後の注意深い検討の必要性を示唆してい
る。
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(4)  婚姻と離婚の動向

戦後における婚姻と離婚の推移をみると第1-4表のとおり，戦後昭和22年，23年における年間婚姻件数は
90万件を超え，ベビーブームのもととなったが，その後は減少し，昭和20年代後半では60万台の水準ま
で低下した。昭和30年代に入ってからは徐々に増加傾向に転じ，1970年代の前半では100万件を超える
結婚ブームとなった。これはベビーブーム期に生まれた者が婚姻期に到達したためである。これはま
た，との時期における出生数の増加を引き起こし，第2次ベビーブームを招来した。

第1-4表 婚姻数及び離婚数の推移

1970年代後半においては再び婚姻件数は低下を始め，昭和54年には79万件にまで低下した。これは戦後
ベビーブーム期の後では出生数が減少したが，この相対的に小規模な人口集団が婚姻期に到達したため
であり，また，この時期における出生数の減少を引き起こす一因となっている。このように婚姻と出生
は20数年を周期としてつながっており，出生変動や現在の人口構成における局所的な凹凸は将来におい
ても結婚，就職，定年退職などのいろいろなライフステージの節目において大きな社会的変動を形成す
ると思われる。

離婚は，母子・父子家庭の発生要因であり，児童福祉の観点からも重要な問題であるが，戦後の動向を
みると，1960年代までは年間7～8万件の水準で推移してきたが，1970年代には増加傾向となり，昭和54
年には13万5，000件となっている。
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離婚率でみても，1960年代までは人口千対0.7～0.8の水準で推移したが，1970年代には増加傾向に転
じ，昭和54年には1.17となっている。
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死亡，出生パターンの変化はその後の人口構造に大きな変化を与えるとともに，世帯の形成にも大きな
影響を与えた。すなわち，世帯数の増加と家族構成の核家族化である。
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(1)  世帯数と平均世帯人員の推移

「国勢調査」によれば，我が国の総世帯数は第1-5表のとおり，昭和25年の1，658万世帯から50年には
3，214万世帯へとこの四半世紀において1，556万世帯の増加となり，約2倍に増加した。年平均増加率
では2.7%となり，人口増加率が1%強であったのに比較すると極めて高水準である。5年ごとの増加率で
みると，1950年代の前半では8.3%であるが，それ以降は15～17%の高い増加を示し，増加数でも5年間
で300～400万世帯の増加となっている。1970年代においては若干の増加率低下がみられるが，それでも
5年間増加率は14.4%という高水準である。

第1-5表 総世帯数と世帯規模

1世帯当たりの平均世帯人員は昭和30年の4.97人から50年の3.48人へと急速な低下を示している。
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(2)  家族構成の変化

世帯数の急激な増加傾向は昭和30年から始まったが，この変化について普通世帯の家族構成の面からみ
ると，この期間における世帯数増加は核家族世帯と単独世帯の増加によるものであって，三世代世帯を
中心とする「その他の親族世帯」についてはほとんど増加がなかった。すなわち，核家族世帯は昭和30
年の1，037万世帯から50年には1，998万世帯へと961万世帯増加し，単独世帯は同じく60万世帯から
424万世帯まで増加した(第1-4図)。

第1-4図 家族類型別普通世帯数の推移

昭和30年から50年までの間における生産年齢人口の増加数は2，064万人であり，この年齢層の人口はそ
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のほとんどが世帯主又は配偶者になっていることを考えると，この人口増加が世帯数増加に大きくつな
がったと推測される。
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(3)  老人世代の動向

高齢化社会の進展に伴って，老人世帯は顕著な増加傾向にある。「厚生行政基礎調査」によって老人世
帯の動向をみると 第1-6表のとおり，65歳以上の高年者のいる世帯は，昭和54年において820万世帯に達
し，1970年代を通じほぼ年20～30万世帯の割合で増加している。世帯構造別には，昭和54年において半
数が三世代世帯であり，夫婦のみの世帯が16%，単独世帯が10%という割合である。1970年代の動向と
しては，相対的には三世代世帯が減少し，夫婦のみの世帯，単独世帯が増加する傾向にあり，一人暮ら
し老人や老人夫婦だけで生活するケースが増えている。

第1-6表 世帯構造別にみた65歳以上の高年者のいる世帯数と構成割合の年次推移

60歳以上の高年者のみの世帯についてみると第1-7表のとおりであり，昭和54年においては244万世帯に
のぼり，1970年代の動向としては，年々10～20万世帯ずつの増加傾向である。世帯構造別に構成比をみ
ると，昭和54年には夫婦世帯と単独世帯が相半ばしているが，単独世帯のうちでも，男の単独世帯は22
万世帯にすぎない。1970年代の動向としては，相対的に夫婦世帯が増大し，単独世帯が縮小するパター
ンであるが，単独世帯の中でも明確に減少するのは男の単独世帯となっている。
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第1-7表 世帯構造別にみた60歳以上及び65歳以上の高年者のみの世帯数と構成割合の推移

65歳以上の高年者のみの世帯については，昭和54年において155万世帯に達しており，60歳以上の場合
とほとんと同じ傾向を示しているが，単独世帯の割合がやや高くなっている。
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高度経済成長期に起こった三大都市圏への激しい人口集中により，1960年代後半には，全人口の4割以上
が三大都市圏に居住することとなり，様々な過密問題が生ずるとともに，地方農山村においては過疎問
題が生じた。都市部においては，人口の急激な増加に伴う公共施設の不足，モータリゼーションの進行
による大気の汚染や騒音，振動，事業所や家庭の排水などによる河川あるいは湖沼，内海などの有機性
等の汚濁あるいは富栄養化，廃棄物の増加，近隣騒音といった問題が生じた。

1970年代に入ると，人口移動について新しい傾向が出始めた。三大都市圏で，人口増加が都市の外縁部
に広がるといういわゆるドーナツ化現象が進む一方で，三大都市圏への人口集中が鈍化し始め，地方都
市の人口増加がみられるようになったことである。

こうした変化とともに，物的生活水準の上昇，自由時間の増大を背景として人々はより良い環境を求め
るようになってきていることから，大都市においては過密問題への対応，地方都市においては，今後の
人口増加，都市化等への対応といったそれぞれの地域に応じた総合的な環境の整備が必要となってきて
いる。

こうした中で，水道下水道，廃棄物処理施設，都市公園等の公共施設の整備が進められてきた。

例えば，都市公園については，大都市や東京都区部の整備水準はなお低いものの全体としては整備は着
実に進められてきた。また，下水道の普及率，道路の改良率も全国的に水準が高まっているほか，図書
館，体育館も増加している(第1-8表)。

第1-8表 公共施設の整備状況
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総理府の「社会資本整備に関する世論調査」(昭和52年)によると，居住地近辺において整備要望の高いも
のは全国的にみれば，「道路」(19.9%)，「福祉厚生・医療関係施設(老人ホーム，病院なと)」(12.2%)，
「下水道」(10.9%)となっている。また，10大市についてみると，要望の多いのは，「公園・緑地，体
育，レクリエーションの施設など」(13.8%)，「文化・教育関係施設(幼稚園・学校・図書館・公民館な
ど)」(10.2%)，「住宅」(10.1%)の順になっている。

総理府の「家庭基盤の充実に関する世論調査」(昭和54年)(第1-9表)による住居のまわりの環境の満足度
の調査によると，全国的に，「図書館，文化会館などの文化施設」，「遊び場，広場，公園，スポーツ
施設なと」，「自然公園」において「満足している」と「不満である」との差が少ないこと，10大市で
「遊び場，広場，公園スポーツ施設など」，「自然公園」について「不満である」が多くなっているこ
とがわかる。

第1-9表 住宅のまわりの環境の満足度
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以上のことから，施設整備は進んでいるものの，不十分なものがあるほか，大都市と地方都市のニーズ
の違いも明らかになっているといえよう。
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総論
第1章  1970年代における社会保障を取り巻く諸環境の変化
第1節  人口，世帯，生活環境等の変化
4  生活水準，生活パターンの変化

所得水準の向上，都市化の進展等の変化により，生活水準，生活様式の変化がみられた。

国民の生活時間をみると，拘束時間が次第に減少し，自時間の占める比率が上昇している(第1-10表 )。
自由時間の増大の背景には，週休2日制の普及がある。週休2日制のもとにある労働者の割合は，昭和45
年に18%程度であったが，50年には70%弱にも達しており，企業数でみても，45年に全体で5%に満たな
かったものが，50年には半数近くの企業が何らかの形で週休2日制を採用している。ただし，昭和49年以
降は余り普及が進んでいない。

第1-10表 一日の生活時間
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自由時間の過ごし方としては，「テレビ，ラジオ」で過ごしている人が多いが，総理府の「週休二日
制・余暇に関する世論調査」(昭和47年)と「仕事と余暇に関する世論調査」(昭和52年)とを比較してみる
と，「趣味・けいこごと」，「読書」，「スポーツ活動」といった自己充実型あるいは行動型の過ごし
方が増えている(第1-5図)。

第1-5図 自由時間の過ごし方
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また，同じ調査の中で，余暇時間を活用していると回答している人の割合が高まっていることからも，
自由時間の増大に伴い，休養としてでなく，より積極的な活動をする人が増えつつあるといえよう(第1-6
図)。

第1-6図 年齢階層別余暇時間活用状況

国民の栄養摂取の状況については，厚生省の国民栄養調査の結果によると，最近10年間では，動物性た
ん白質，脂肪が増加しており，また，鉄，カルシウム，ビタミンＡ，ビタミンＢ2等についても増加の傾
向がみられる(第1-11表)。

第1-11表 栄養素摂取量の年次推移
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また，昭和53年の栄養摂取量が栄養所要量に達しているかどうかをみると，カルシウムとビタミンＢ2が
若干下回るものの全体としては，ほぼ栄養所要量を充足している。

このように近年における国民の栄養状態は，著しい改善をみているところであるが，一方，国民の栄養
摂取量を成人男子に換算して検討してみると，例えば，エネルギーについては，成人男子の所要量であ
る2，500カロリーを20%上回る3，000カロリー以上も摂取している世帯が30%もあるなど栄養の過剰摂
取といった新たな問題もでてきており，各栄養素のバランスを考慮し，規則正しく食事をとることなど
健康の維持，増進の一環としてとらえた栄養対策をとることが要請されている。

住宅については，総理府の「住宅統計調査」によると，昭和43年に総住宅数が世帯数を上回り，48年に
は全都道府県において総住宅数が世帯数を上回り，53年には1世帯当たり住宅数が1.08戸に達した(第1-
12表)。

第1-12表 総住宅数，世帯数及ぴ1世帯当たり住宅数

質的な面においても，全体としての居住水準は改善されている。「住宅統計調査」によれば，1住宅当た
り延べ面積は昭和53年には8028ｍ2と48年に比べ約3ｍ2増加し，1人当たり畳数も7.78畳と約1.2畳増加
している(第1-13表)。

第1-13表 住宅の規模及ぴ住宅の居住密度
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「住宅統計調査」の居住水準をみても，着実に改善されており，平均的な世帯が確保することが望まし
い平均居住水準についてみると，これに満たない住宅に居住する世帯の割合が昭和48年の72.4%か
ら，53年の58.3%と減少している。

一方，昭和53年建設省「住宅需要実態調査」によると，最低居住水準に満たない世帯のうち，「狭くて
困っている」と答えた世帯の割合は46.6%となっており，今後，最低居住水準未満居住の解消を図りつ
つ，世帯全体としての居住水準の向上を図っていくことが必要となっている。
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総論
第1章  1970年代における社会保障を取り巻く諸環境の変化
第2節  経済の動向と国民生活の変化

人口，世帯等の社会環境の変化とともに，経済や国民生活の変化も，直接的，間接的に社会保障の動向
に大きな影響を及ぼしたと思われる。

本節では，家計の収入と支出，所得の分配・再分配状況，物価，雇用等の社会保障と関連の深い経済面
や国民生活面の1970年代における諸変化を，社会的経済的に弱い立場にある者，すなわち，世帯類型で
は高齢者世帯，母子世帯等，所得階層では低所得階層にできるだけ焦点を当てつつ，振り返ってみるこ
とにしよう。 
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総論
第1章  1970年代における社会保障を取り巻く諸環境の変化
第2節  経済の動向と国民生活の変化
1  経済の動向

我が国は，石油危機以前は長年にわたって高度経済成長が続き，不況期であっても5～6%程度の実質成
長を維持し，また，景気が後退しても回復が早かった。この結果，昭和30年代における実質経済成長率
は10.1%，昭和41～47年度においては，11.0%と高い数値を示している(第1-7図)。この高度経済成長を
支えた要因としては，良質な労働力，技術革新の推進，高貯蓄率と高投資水準，安価な資源が大量に得
られたことなどが挙げられる。

第1-7図 国民総生産対前年度伸ぴ率

しかし，このように順調に成長してきた我が国経済も，昭和48年末の石油危機以降情勢は一変した。既
に景気が過熱し，インフレ気味のところへ石油危機が到来し，日本経済は大幅なインフレと不況の同時
進行という厳しい状態となった。名目国民総生産は，昭和48年度21.0%，49年度18.7%と上昇したが，
実質成長率は，48年度6.5%，49年度-0.0%と49年度にはわずかながらも実質減となった。異常なインフ
レの中で，消費は落ち込み，大幅な需給ギャップは企業の設備投資を大きく減少させた。石油危機後の
回復過程は，従来の回復局面とは著しく異なり，そのテンポは遅く，昭和50年度に入っても不況から脱
しきれなかった。

その後昭和51年度，52年度と輸出と政府の財政支出を中心として，5%台の成長に回復していったが，53
年度に至り，ようやく民間の最終消費支出，設備投資がそれぞれ6.2%，11.1%と回復し，民需による経
済の自律的回復が軌道にのってきた。
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昭和53年末以降，第2次石油危機が到来するが，原油価格の上昇が小刻みで対応しやすかったこと，景気
が前回石油危機ほと過熱していなかったこと，前回石油危機の「学習効果」により企業，消費者が慎重
に対応したこと，前回石油危機後の企業の減量経営による体質改善，政府，日銀の物価対策の効果，な
どによって懸念されたほどの悪影響は出ず，経済は落ち着いた動きを示している。

以上のように，我が国経済は，高度成長から石油危機時の混乱を経て安定成長へと移行してきている
が，今後も内外の経済環境は厳しい状況が引き続くと思われる。
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総論
第1章  1970年代における社会保障を取り巻く諸環境の変化
第2節  経済の動向と国民生活の変化
2  意識からみた国民生活

所得水準が向上し，暮らしが均質化するなかで，多くの国民が中流意識を持つようになり，「一億総中
流時代」とも言われている。総理府の世論調査によれば「自分の生活程度が世間一般からみて」，
「中」程度とするものは長期的には9割程度と一定しているが，昭和40年代は「中の中」が増加，「中の
下」が減少していたのに対し，昭和49年を境としてこの動きがとまり，中流意識の内容も変化の兆しが
ある(第1-8図)。また，このような意識も全国民一様というわけではなく，所得階層によって異なるのは
もちろんのこと，世帯類型別にみても高齢者世帯や母子世帯においては暮らしの状況が「大変苦しい」
とするものが，それぞれ13.0%，27.6%と一般世帯に比べて高いことなどにも十分注意を払う必要がある
(第1-9図)。

第1-8図 生活程度に関する意識

第1-9図 世帯類型別にみた生活意識別世帯の割合
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次に，生活の向上感をみると「同じようなもの」が毎年50～70%を占めるが，石油危機の昭和48年以前
は「低下している」よりも「向上している」の方が多かったものが，49年以降は逆転している(第1-10
図)。

第1-10図 去年と比べて生活全体は向上したか

生活意識の均質化が進む中で，周囲の生活により敏感に反応する傾向が強くなっていると思われるが，
現在の社会に対しては，「不公平」と思うものが64%と「公平」と思うものの20%を大きく上回ってい
る。税制度，貧富の差，土地の所有といった各項目に対しても，不公平感，不平等感を持っている者
が，それぞれ，67%，56%，50%と過半数を占めている(第1-14表)。

第1-14表 現在の社会に対する不公平感
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総論
第1章  1970年代における社会保障を取り巻く諸環境の変化
第2節  経済の動向と国民生活の変化
3  家計の動向
(1)  家計収入

勤労者世帯の実収入は高度成長期を通じて高い伸びを示していたが，昭和49年には，異常な物価上昇に
よって，実質0.3%の減となった。その後は，一時横ばいとなったものの回復を続け，昭和54年には1か
月平均326.013円、対前年比実質3.3%増と石油危機後で最も高い伸びを示した(第1-15表)。これには，消
費者物価が落ち着いた動きを示したことのほか，企業業績が回復しつつあったことから，賞与等の伸び
がそれまでに比べ高かったことも寄与している。

第1-15表 家計収入の推移
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一方，可処分所得もほぼ同様の動きを示しているが，最近では実収入の増加率を下回っており，これに
は，税，社会保障費などの非消費支出が実収入の増加率を上回る増加を示していることが影響してい
る。

次に，社会保障との関連で注目される高齢者世帯及び母子世帯の家計収入状況を見てみよう。まず，高
齢者世帯(男65歳以上，女60歳以上の者のみで構成するか，又は，これに18歳未満の者が加わった世帯)
については，第1-11図にみるとおり，昭和47年までは順調に伸び，総世帯平均の家計収入の40%台で格
差は縮小傾向にあったが，48年には36.5%と総世帯平均との格差が開いた。

第1-11図 高齢者世帯における所得の年次推移
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その後，次第に回復に向かい，昭和53年には総世帯平均に対する割合が47.0%と過去10年間で最高の値
を示している。昭和50年以降における高齢者世帯の所得の内訳をみると，稼働所得は，高齢者の厳しい
雇用情勢を反映してか，その比重は低下傾向にあり，昭和53年における稼働所得の所得総額に占める割
合は44.2%と50年に比べ10%以上低下している。

一方，年金，恩給は，昭和50年の301万円，26.2%から53年の605万円，35.9%と大きく伸び，この間に
おける高齢者世帯の所得上昇に果たした役割は極めて大きい。なお，社会保障給付金全体では53年で
38.7%を占めている。

次に，母子世帯についてみると，昭和53年度全国母子世帯等調査によれば，年間所得(税込，52年)の平
均ば156万円(平均世帯人員3.2人)であり，同年の一般世帯平均336万円(厚生省「国民生活実態調査」)の
半分以下となっている。また，昭和53年7月1か月の収入は15万円であるが，その内訳をみると高齢者世
帯とは違い，給与所得及び事業所得の占める割合が69.3%と高く，年金所得が12.0%，生活保護が
4.7%，児童扶養手当が4.7%と，公的給付を合計しても21.4%にととまっている。
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総論
第1章  1970年代における社会保障を取り巻く諸環境の変化
第2節  経済の動向と国民生活の変化
3  家計の動向
(2)  所得の分配・再分配

所得の分配状況を厚生省「所得再分配調査」によってみると，課税，社会保障制度等による所得再分配
が行われる前の当初所得のジニ係数は，昭和46年(47年調査)までは減少し，所得分布の均等化が進んで
いた。しかし，石油危機後の昭和49年(50年調査)のジニ係数は増大し，その後52年(53年調査)には減少
したものの，46年の水準までは回復していない(第1-16表)。

第1-16表 所得再分配による不平等是正効果の年次比較
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税制度や社会保障制度は所得の再分配機能をもち，所得の均等化が図られているが，再分配後のジニ係
数の推移をみると，当初所得とほぼ同様の動きを示している。なお，社会保障の再分配効果には，公的
扶助にみられるような高所得層から低所得層への所得階層間の垂直的再分配機能と，社会保険による老
齢年金にみられるような同一個人における生涯所得の再分配機能，若中年層から高年齢層への世代間再
分配機能があるが，社会保障における社会保険の比重が高まるにつれて，これらの効果にもいろいろな
変化がみられることになる。以下，昭和53年調査から再分配の状況を見てみよう。

当初所得階層別1世帯当たりの再分配金額をみると(第1-12図)，240万円未満の階層では受給金額が拠出
金額を上回り，再分配によって利益を得ているが，240万円以上の階層では拠出金額が受給金額を上回っ
ている。例えば，当初所得が40万円未満の階層では当初所得の平均は21万円にすぎないが，受給金が拠
出金を87万円上回る結果，再分配所得は108万円に増加している。

再分配効果による所得の均等化は受給面よりも拠出面の方が強く作用しており，なかでも高い累進性を
もつ直接税の効果が強い。受給面においては金額としては医療給付が高いが，所得の均等化への寄与に
ついては医療給付と年金，恩給とでは大差ない。なお，600万円以上の世帯で受給金が下位の階層より高
くなっているが，これは，「その他の受給」(退職金を中心とする私的な給付)によるものである。

第1-12図 当初所得階層別1世帯当たり再分配金額
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世帯主の年齢階層別に所得の再分配状況をみると，再分配によって利益を得ているのは60歳以上の世帯
であり，59歳以下の世帯がその費用を負担している姿が現れている。公的年金のみについての再分配も
同様の傾向であり，医療給付のみでは，事業主負担，国庫負担分が調査対象外となっていることもあ
り，すべての世帯でプラスとなっているが，高齢層の世帯ほど，多くの医療給付を受け，利益が大きく
なっている(第1-17表)。

第1-17表 年齢階層別当初所行及び再分配所得

次に世帯類型別にみると(第1-18表)，高齢者世帯，母子世帯の再分配係数は43.2%，22.6%と高く，高齢
者世帯では，年金・恩給，医療給付などの公的給付が大きな役割を果たし，母子世帯では医療給付，そ
の他の公的給付(労災補償，児童扶養手当等)のほか，生命保険等の受取も大きい。被保護世帯の再分配係
数は141.8%と極めて高く，公的給付の再分配効果が明瞭に表れているが，医療給付(生活保護法の医療扶
助)がかなりの比重を占めている。

第1-18表 世帯類型別1世帯当たり平均金額
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(3)  家計消費支出の動向

勤労者世帯の消費支出は，昭和40年代に毎年，実質5%前後の高い伸びを示していたが，昭和49年には，
物価急騰，実質収入の減少という状況のなかで実質2.4%の減少に転じた。その後も昭和51年の実質減少
など停滞気味であったが，54年には実質所得の高い伸びや消費者物価の落ち着きを反映して実質で3.1%
伸び，1か月平均22万2，438円となっている(第1-19表)。

第1-19表 消費支出総額の推移

消費支出の各費目ごとの内訳は第1-20表のとおりであるが，食料費の消費支出に占める割合(エンゲル係
数)は，昭和49年に0.7ポイント増加という特異な動きを示したが，長期的には低下し，54年は27.9%，6
万2，064円となっている。これに対して雑費は，毎年の伸びが高く，全消費支出の5割近くまでになって
いるが，そのうちで主要なものは，教養娯楽(54年で1万9，231円)，交際費(1万7，932円)，自動車等関
係費(9，791円)，交通通信(8，506円)等である。

第1-20表 家計消費支出構造の変化
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消費支出構造を所得階層別にみると，低所得層ほど構成比の高いのは，食料費，住居費，光熱費といっ
た生活必需品的色彩の強いものである。住居費の内訳を更に詳しくみると，家具什器の比率はおおむね
高所得層ほど高いが，家賃地代は絶対額でみても低所得層ほど高い(昭和54年1か月平均:第1分位8，791
円，第2分位8，229円，第3分位7，132円，第4分位5，259円，第5分位3，517円)。また，高所得層ほど
構成比の高いのは被服費と雑費であるが，雑費のなかでも所得階層によって大きな差があるのは教育，
教養娯楽，仕送り金等である。
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(4)  消費性向の変化

勤労者世帯の平均消費性向(可処分所得に対する消費支出の割合)は，これまで長期的には低下傾向にあ
り，特に昭和49年には実収入の実質減少，狂乱物価を背景とした生活防衛意識の高まりによって75.7%
にまで急激に下がったが，その後上昇傾向がみられ，現在は48年と同じ77%台となっている。これを年
間収入階層別にみると第1-21表のとおりで，低所得層ほど消費性向が高い傾向にあるが，石油危機後の
昭和49年，50年には，特異な動きを示している。すなわち，昭和49年には，第1分位から第4分位階層ま
で消費性向は低下しているが，第5分位階層のみ高い伸びを示し，また，50年は，第2分位階層以上はす
べて消費性向を高めたが，第1分位階層のみは減少し，第1分位階層と第5分位階層の消費性向の高低は逆
転している。この間の高い物価上昇のなかで，低所得層は，消費を切り詰め，将来の不安に備えて貯蓄
を増やしたのに対し，高所得層は，既に必要な貯蓄額を確保していること等もあって，貯蓄よりも物価
の先高を見越して，投資的な色彩の強い耐久消費財等を中心として消費を増加させたためであると言わ
れている。

第1-21表 年間収入階層別平均消費性向の推移

世帯主の年齢階層別に消費性向をみると20歳代で80%以上と高く，年齢の上昇につれて50～54歳の
72.5%まで低下するが，55～59歳で反転上昇し60歳以上で，再び80%以上となる(第1-22表)。
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このなかで，45～49歳層は78.5%と比較的高い消費性向を示しているが，教育費が家計消費支出の5%
と，他の年齢階層に比べて高いことがこの一つの要因であろう。

第1-22表 世帯主の年齢階層別消費性向(全国勤労者世帯，53年平均)
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(5)  貯蓄の動向

勤労者世帯の黒字率(貯蓄率)は逐年上昇を続け，昭和49年には24.3%にまで達し，その後やや低下したも
ののなお20%台にあり高い水準を維持している(第1-23表)。

勤労者世帯の1世帯当たり平均貯蓄現在高は，昭和49年に200万円台，51年に300万円台，54年には402
万円と400万円台に達し，年間収入に対する貯蓄現在高の割合は97.3%となり，ほぼ1年分の所得に見合
う貯蓄を持つに至っている(第1-13図)。これを，年間収入5分位階層別にみると，第1分位194万円，第2
分位279万円，第3分位369万円，第4分位431万円，第5分位738万円となっており，第5分位と第1分位の
比は昭和51年4.78，52年4.08，53年3.89，54年3.79と次第に縮小している。

第1-13図 貯蓄現在額と年収比率の推移

第1-23表 黒字率(貯蓄率)の推移(全国勤労者世帯)
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貯蓄目的を貯蓄増強中央委員会「貯蓄に関する世論調査」によってみると，最も高いのが，「病気や不
時の災害への備え」であり，以下「子の教育・結婚資金」，「老後の生活」，「土地・住宅資金」と続
いており，過去の推移をみてもほとんと変化がみられない。年齢階層別にみると高年齢層ほど，「土
地・住宅資金」が減少し，「老後の生活」が上昇するのが特徴的である(第1-24表)。以上のような貯蓄目
的からみて「病気や不時の災害への備え」，「老後の生活」という動機に対して，今後の社会保障制度
の成熟化が与える影響や国民の持家志向の動向いかんによっては，我が国の貯蓄率が長期的には低下に
向かう可能性もあるが，当分の間は国際的にみればなお高い水準を維持すると思われる。

第1-24表 貯蓄目的の推移

国民所得統計によって主要国の家計構成をみると第1-25表に示すとおりで，日本は，家計収入から税や
社会保障負担などの公的負担等を差し引いた後の可処分所得に対する貯蓄の割合(貯蓄率)は21.1%と極め
て高い。しかし，税や社会保障負担なとの家計における公的負担等は，第1-26表に示すように増加して
いるものの，まだ欧米諸国に比べて低く，スウェーデンの40.1%に比べると半分以下である。家計収入に
対する最終消費支出の割合では63.3%とほぼフランスと等しく，欧米諸国の中間的位置を占める。つま
り，我が国の高い貯蓄率は，税や社会保障負担などの公的負担等が低いこととも関連があると思われ
る。

第1-25表 主要国の家計の構成
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第1-26表 家計支出の構成の推移

また，老後生活の備えとしての貯蓄は数十年間にわたる就労期間中に行われるが，数十年といった長い
期間でみた物価上昇は大きなものであり，私的貯蓄による老後生活への対応には限界がある。

今後，長期的にみれば，社会保障等の水準にも左右されるとはいえ，人口の高齢化等に伴って給付の増
大は避けられないことから，家計の公的負担はある程度増大せざるを得ないが，欧米諸国と比べて，公
的負担が低く，私的貯蓄が高いという我が国の家計構成から考えれば，私的貯蓄の機能の一部を公的負
担を通ずる社会保障給付等に振り替えることが考えられてよいであろう。
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(1)  物価の推移

消費者物価の推移をみると(第1-14図)，昭和30年代前半までは，年率ではわずか1.3%の上昇(31～34年度
平均)であったが，30年代後半以降は5～6%前後の上昇を示すようになった。

第1-14図 消費者物価指数年度別推移

昭和48年の石油危機の到来によって消費者物価は48年度16.1%，49年度21.8%と，異常な上昇を示した
が，その後全体的な消費者物価は落ち着きを取り戻した。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和55年版）



  

総論
第1章  1970年代における社会保障を取り巻く諸環境の変化
第2節  経済の動向と国民生活の変化
4  物価と暮らし
(2)  物価上昇の影響

ア  家計への圧迫

国民が日常生活の中で不満，不安を感ずる項目で最も多いのは，「物価高」であり(国民生活センター
「国民生活動向調査」昭和54年で55.3%)，また，政府の施策で最も充実してほしいものが「物価の安
定」であるように(総理府「国民生活に関する世論調査」昭和55年で70%)，国民生活の安定を図るうえ
で，物価安定は，極めて大きな課題である。

物価上昇による生活の圧迫感の推移をみると，「かなり圧迫している」と「多少圧迫している」を合わ
せたもので大半を占めているが，両者の関係では，物価上昇の著しかった昭和48年，49年にかけて「か
なり圧迫している」が「多少圧迫している」を上回っているのが特徴的である。物価の安定化ととも
に，「多少圧迫している」の方が多くなっている(第1-15図)。

第1-15図 物価上昇による生活の圧迫感
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イ  老後資金の目減り

稼得能力が低く，物価上昇に見合った収入の伸びが望めない老人等の世帯にとって，物価上昇は一層深
刻である。金利を上回る物価上昇によって，老後資金として貯えた預金は目減りし，また，企業年金も
物価上昇には対応しにくい面がある。公的年金については，物価スライド制が導入され，物価上昇率に
応じた支給額の増額により年金の実質価値の維持が可能となったが，年金積立金の維持という問題もあ
り，物価上昇は公的年金にとってもマイナスの要因である。 

ウ  資産保有差による格差の拡大

物価上昇の影響をまぬがれるためには，住宅・土地など実物資産の取得，有価証券(特に上場株式)の保有
が有効なインフレヘッジの手段とされているが，このようなインフレヘッジを行うことは高所得層や多
額の金融資産を保有しているものには可能であるが，低･中所得層には困難である。インフレに対して強
い性格をもつ住宅・土地といった不動産所有の差はもちろんのこと，貯蓄の種類別構成比をみても低所
得層では通貨性預金，定期性預金など，安全性はあるがキャピタルゲインのないものが中心であるのに
対し，高所得層ほど危険性はあるもののキャピタルゲインをもたらす有価証券の保有率が高いなど，イ
ンフレによる損失を防ぐことが相対的に容易である(第1-16図)。

第1-16図 年間収入5分位階層別貯蓄の種類別構成比
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エ  住宅取得をめぐる環境の変化

住宅は生活の大きな基盤であり，我が国は持ち家志向が強く，住生活についての改善意欲もおう盛であ
る。昭和40年代後半以降，経済の高度成長の終息，地価・住宅建築費の変動，民間住宅ローンの普及
等，住宅取得をめぐる環境は変化してきている。6大都市市街地の住宅地価格の推移をみると，昭和30年
から45年の間に，20倍近く上昇し，更に，47年後半からの1年で40%以上という急上昇を示した。石油
危機後には一転し下落し，その後落ち着いた動きをしていたが，最近また上昇率が高くなっている(第1-
17図)。

第1-17図 6大都市住宅地価格指数
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標準建築費の上昇率をみても昭和50～53年までは年2～3%と安定していたが，54年には消費者物価を上
回る上昇となっている。

このような中で，勤労者1世帯平均の住宅・土地のための負債現在高は昭和54年には，平均136万3，000
円であるが( 第1-18図)，このうち，住宅・土地負債のある世帯のみの平均では，438万1，000円と非常
に大きい。住宅・土地負債のある世帯の1年間の平均返済総額は60万4，000円，年収の12.7%，そのうち
住宅・土地負債のための返済は53万4，000円である(総理府「貯蓄動向調査」昭和54年)。

第1-18図 住宅，土地のための負債現在高の推移
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(1)  最近の雇用情勢

昭和48年秋の石油危機に端を発した長期不況は，雇用情勢にも大きな影響を与えた。経済情勢全般は，
昭和50年上半期を境として緩やかな回復に向かったが，雇用情勢はその後も目立った回復を示さなかっ
た。

新規求人数は昭和48年の68万7，000人をピークに53年まで減少し続け，有効求人倍率も48年の2.3倍か
ら53年には0.6倍と3分の1以下に低下している。この間，完全失業者も目立って上昇し昭和48年の68万人
から50年には100万人，53年には124万人となり，完全失業率は，この間1.3%から2.2%へと上昇してい
る。このような雇用勢情も昭和54年に入り，ようやく回復の兆しを見せ始め，求人倍率は0.8へ，男子の
求人倍率は中高年層を除きほぼ1倍台へと回復し，失業者数も117万人と石油危機後初めて前年の水準を
下回るに至っている(第1-19図)。

第1-19図 完全失業者及び完全失業率の推移

以上のように，一般的な雇用情勢は回復に向かっているが，昭和54年の45歳以上の有効求人倍率は1以下
であり，55歳以上では0.2と大幅な求職超過が続き，また，55～59歳層の完全失業率は2.7%と高く，か
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つ失業期間も長期の者が多いなと，中高年層の雇用環境は依然として厳しい。
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(2)  労働力の高齢化

労働力人口の年齢別構成の推移は第1-20図のとおりであるが，男子についてみると，労働力人口は，昭
和40年に2，884万人であったものが54年には3，437万人と553万人増加しているが，29歳以下は171万
人，構成比で10%以上減少しているのに対し30歳以上，特に30～49歳層が523万人，構成比で8%以上増
加している。今後も若年労働力の減少，労働力の中高年齢化は進行していくが，これまでと違って特徴
的なのは30～49歳層は横ばいとなり50歳以上の高齢者が増加していくことであり，高齢者の雇用安定が
一層重要な課題となるであろう。

第1-20図 労働力人口の年齢別構成
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(3)  おう盛な高齢者の就労意欲

我が国の高齢者の労働力率は長期的には低下しているが，そのテンポは欧米諸国に比べて小さく，昭和
54年の男子55歳以上で62.9%と国際的にも高い水準となっている(第1-27表)。また，何歳くらいまで働
きたいかをみると，総数で60歳まで27.0%，65歳まで34.7%，更に70歳以上23.2%と高齢期に対しても
極めておう盛な就労意欲を示している。これを年齢階級別にみると，高年齢層ほどより高い年齢までの
就労を希望していることが注目される(第1-28表)。

第1-27表 高齢者の労働力率

第1-28表 何歳ぐらいまで働きたいか
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(4)  定年制の現状

従業員30人以上の企業で，定年制を定めているのは，昭和55年において82.2%で，そのうち，一律定年
制をとるのは73.0%であるが，定年制をとる企業の割合は48年以降増加に転じている。また，企業規模
による相違も大きく，従業員300人以上の企業ではほとんとの企業が定年制を定めているのに対し，30～
99人の企業では76.5%であり，10～29人の小規模企業では346%にすぎない。

次に，一律定年制をとる企業の定年年齢の推移をみると60歳以上の割合が昭和45年の231%から55年の
39.7%へと上昇し，55歳の39.5%を上回っており，更に将来定年延長を予定している企業も含めて考える
と，60歳定年の一般化に向けて定年延長は着実に進展しているといえる。企業規模別にみた場合には，
規模が小さいほど定年年齢が高いという傾向にある(第1-29表)。

第1-29表 定年制の現状
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(5)  再雇用，勤務延長制度の現状

同一企業における雇用の継続について一定の役割を果たしているものとして，再雇用，勤務延長制度が
ある。定年制を定めている企業の82%はこのうちいずれか，または両方の制度を採用しており，再雇用
制度は60%，勤務延長制度は32%の企業で採用されている(第1-30表)。

再雇用，勤務延長制度が適用される場合には，身分，賃金，ベースアップ，定期昇給などの労働条件
は，定年延長の場合に比して低下するケースが多いものの，勤務先を変更する場合に比べれば，労働者
の能力，経験はより活用され，労働条件も恵まれている。

第1-30表 再雇用制度，勤務延長制度の実施状況
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(6)  雇用をめぐるその他の問題

以上，高齢者の雇用問題を中心にみてきたが，労働力需給構造の長期的変化として見逃せないのは，産
業3部門別就業者数の推移である。産業構造の知識集約化，サービス経済化のなかで，第1次産業就業者
は，実数，構成比とも低下を続けているのに対し，第3次産業就業者は著しく増加し昭和54年に
は，2，976万人と過半数以上を占めている(第1-31表)。

第1-31表 産業3部門別就業者数の推移

次に出生力や児童福祉等との関連で注目すべきことは主婦の就業者数の増大である。女子全体の就業者
数は石油危機以降低下し，昭和51年以降回復という動きを示しているが，パートタイム雇用者を中心と
した有配偶非農林業雇用者数は一貫して増加し増加率も極めて高いものとなっている(第1-32表)。

第1-32表 女子労働の推移
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次に，身体障害者の就業状況をみると，昭和55年の就業者は63万8，000人，就業率は32.3%であり，障
害者の老齢化の進行によって，就業率は45年に比べ，11.8%低下している。18～64歳の稼働年齢層でみ
ると，就業率は46.7%である(厚生省社会局「第6回身体障害者実態調査」(昭和55年))。

また，身体障害者の雇用の現状を身体障害者雇用促進法に基づく身体障害者雇用率の達成状況でみる
と，1.5%の法定雇用率に対し，実際の雇用率は1.12%(昭和54年6月1日現在)となお低く，また，企業規
模，業種による格差もみられる。

身体障害者の雇用促進については，身体障害者雇用率の達成指導を中心として，身体障害者雇用納付金
制度に基づく各種助成制度の活用，きめ細かな職業指導，職業紹介，職業訓練の実施等各種の施策がと
られている。最近においては，雇用率の低い企業，業種においても身体障害者の雇用に積極的な姿勢が
みられる。

また，重度の身体障害者で作業能力はあるが，職場の構造，交通事情等のため，一般企業に雇用される
ことの困難な障害者に職場を与えるための身体障害者福祉法上の施設として身体障害者福祉工場があ
る。

身体障害者の雇用の確保は，1981年国際障害者年のテーマ「完全参加と平等」実現のための，大きな課
題の一つであろう。
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我が国において退職金制度は広く普及し，退職後の生活設計の基礎として重要な役割を果たしている。

定年退職金の支給額は，第1-33表のとおりであるが，企業規模別にみると構成で，国庫負担収入が1970
年代後半以降においても，むしろその構成比を高めていったことから明らかなように，税収の伸びが大
きく鈍化したにもかかわらず，国庫負担収入が保険料収入以上に伸びており，これまでの給付の増大
は，国庫負担収入の増に支えられた面がかなりある。なお，国庫負担収入は，国の一般会計歳入によっ
て賄われるものであるが，税収の伸び悩みの中にあって，社会保障への国庫負担をはじめ，各種の財政
需要の増加に応じるため我が国財政は，昭和50年度以降急激に公債依存度を高めるに至っている。

第1-33表 定年退職における退職金支給額

大きな格差がある。近年定年退職者の増大に伴って,各企業において,退職金総額の見直しが進んできてい
る。モデル退職金の所定内賃金に対する割合は年々低下しており,例えば大卒男子が勤続32年,55歳で定年
扱いで退職する場合昭和42年に477か月分であったのが,54年には39.5か月分となっている(第1-34表)。
これは一つには,退職金算定基礎給について,ベースアップを反映しないとか,べースアップの定割合を第2
基本給として分離することが多くなってきたことによるものである。

第1-34表 モデル退職金における退職金総額の月収換算
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また,定勤続年数以上は支給率の累性進を緩和するなどの勤続年数別支給率の見直しが行われた結果でも
ある。

退職金制度の形態別企業数の割合をみると,昭和53年には時金の形態のみが62.1%年金の形態のみが
16.4%,両者を併用するものが21.5%であるが,年金の形態をとる企業は増加する傾向にある(第1-21図)。

第1-21図 退職金制度の形態別企業数の割合(調査産業計)

退職年金制度を有する企業の支払準備の形態別では調整年金(厚生年金基金)が8・5%税制適格年金が
821%,両者併用が62%と,税制適格年金をとるところが大部分であるが,常用労働者1,000人以上の大企業
では調整年金が42.2%と,中小企業の場合に比べ高い比率を示している(第1-35表)。その加入員数は,調整
年金が570万6,000人,適格年金が540万6,000人となっている(昭和55年3月末現在)。企業年金では有期の
ものが多く,また,年金に代えて年金相当額の一時金受給の選択が可能となっているものも多く,この場合,
多くは時金が選択される傾向にある。

第1-35表 企業年金の支払準備の形態別企業数の割合
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企業年金については,公的年金を補完するという意味で,老後の所得保障機能に対する期待が高まってくる
ことが考えられるが,現在のところ,退職者は一時金への志向が強い。この理由としては,物価上昇に対して
年金の実質価値維持されないという不安があること等が指摘されている。また退職時金の使途をみる
と第1-22図のとおりで退職後の生活費とするものが最も多いが,住宅取得,子女の教育,結婚費用に充当する
とするものも多いことからわかるように退職というライフステージの転換時にまとまった資金を取得す
るニーズがかなり高いことも,時金選択の大きな理由の一つであろう。

第1-22図 退職一時金の使途(複数回答)

しかしながらマクロ的にみれば,今後も,定年退職者が増加し,また,企業によっては定年退職者が時期に集
中することも考えられることから,退職金負担の平準化を図るために時金から企業年金に比重が移行して
いくものと思われる。その場合,総合的な老後の所得保障という観点から企業年金についても公的年金と
の有機的連携を図りながら制度を整備していく必要がある。
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